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九州大学共進化社会システムイノベーション施設規程

平成２６年度九大規程第６０号

制 定：平成２６年１０月３１日

最終改正：令和 ５年 ７月 ６日

（令和５年度九大規程第１８号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学共進化社会システムイノベーション施設（以下「施設」という。）

の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 施設は、多様性の持続的発展を支える共進化社会システムの実現を目指す研究開発拠点

の形成及び異分野融合体制での革新的課題の研究開発を促進し、持続的なイノベーションの創

出及び産業や雇用の創出を図ることを目的とする。

（管理責任者）

第３条 施設に管理責任者を置き、キャンパス整備・管理担当理事をもって充てる。

２ 管理責任者は、施設の管理運営に関する業務を掌理する。

（委員会）

第４条 施設に、共進化社会システムイノベーション施設管理運営委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。

２ 委員会は、次に掲げる事項を審議・調査する。

(1) 施設使用の公募に関する事項

(2) 施設の使用許可及び使用許可の取消等に関する事項

(3) 禁止する実験等に関する事項

(4) その他施設の管理運営に関する事項

３ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理責任者

(2) 総長が指名する理事、副学長及び副理事 ２人

(3) 研究・産学官連携推進部産学官連携推進課長、財務部資産活用課長及び施設部施設管理課

長

(4) その他委員会が必要と認めた者 若干人

４ 委員会に委員長を置き、管理責任者をもって充てる。

５ 委員長は、委員会を主宰する。

６ 委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

（議事）

第５条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができな

い。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決する

ところによる。

３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

（使用資格）

第６条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設の目的に沿った研究プロジェクト等（九州大学（以下「本学」という。）の職員が研

究代表者であるものに限る。）を行う者

(2) その他施設の目的に沿った活動を行う者

（使用の許可等）

第７条 別表に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者に願い出て、所定の

手続により、その許可を受けなければならない。

２ 施設の使用を許可された者（以下「使用者」という。）は、当該使用の途中において、許可

を受けた内容を変更する必要が生じたときは、所定の様式により、あらかじめ管理責任者に願
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い出て、その許可を受けなければならない。

３ 管理責任者は、前２項の許可に当たっては、委員会の議を経なければならない。ただし、一

時的な施設の使用については、この限りでない。

（使用期間）

第８条 施設の使用期間は、原則として使用開始日から当該事業年度の末日までとし、延長する

場合は、１年ごとに更新し、５年を限度とする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、

この限りでない。

（禁止する実験等）

第９条 使用者は、施設において、次に掲げる実験等を実施することができない。

(1) 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）第２条第２項又は第

５項に定める放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する実験

(2) 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等

を定める省令（平成１６年文部科学省・環境省令第１号）第４条に定めるＰ３レベル以上の

拡散防止措置を講じる必要がある遺伝子組換え実験

(3) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）第２条第１

項から第５項までに定める物質を使用する実験

(4) その他管理責任者が、施設の管理上支障があると認めた実験等

２ 前項の規定（前項第４号の規定を除く。）にかかわらず、委員会その他関係委員会の議を経

て、管理責任者が必要と認めた場合は、当該実験等を実施することができる。

（使用許可の取消）

第１０条 管理責任者は、使用者が、この規程等及び許可条件に違反したとき、又は施設の管理

上支障があると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は中止させるとともに、施設か

らの退去を命ずるものとする。

（使用料）

第１１条 施設の使用料は、別表に定める額によるものとする。ただし、事業年度の中途におい

て入居し、又は退去する場合の当該年度の使用料の額は、年額を１２で除した額に入居月数を

乗じて得た額（１，０００円未満切捨て）とする。

２ 前項の規定にかかわらず、管理責任者は特段の事情があると認める場合は、使用料を減額又

は免除することができる。

（光熱水料）

第１２条 使用者は、使用を許可された施設において使用した光熱水料を負担しなければならな

い。

２ 前項の光熱水料は、電気料、上水道料、下水道料、ガス料及び電話料の費用とする。

（徴収方法）

第１３条 前２条の使用料及び光熱水料は、それぞれ所定の期日までに、経費の振替又は本学が

指定する口座への振込みにより、支払わなければならない。

２ 既納の使用料等は、特段の事情がある場合を除き、返還しない。

（大型設備等）

第１４条 特定の大型設備等の管理については、当該設備等を使用する者が共同して行うものと

する。

（使用の終了等）

第１５条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第１０条の規定により使用の許可を取り

消され、若しくは中止させられ、施設からの退去を命ぜられたときは、施設、設備、備品等（以

下「施設等」という。）を原状に回復し、速やかに退去しなければならない。

（損害賠償）

第１６条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破損又は汚損したときは、

その損害を賠償しなければならない。

（事務）

第１７条 施設の管理等に関する事務は、財務部資産活用課において行う。
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２ 前項の規定にかかわらず、別表に定める施設使用の公募及び使用許可に関する事務は、施設

部施設管理課において行う。

（雑則）

第１８条 この規程に定めるもののほか、施設の使用等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、

管理責任者が別に定める。

附 則

１ この規程は、平成２６年１１月１日から施行する。

２ 総長は、九州大学特定大型教育研究プロジェクトの拠点に関する規程（平成１９年度九大規

程第１１号）別表第２に掲げる持続的共進化地域創成拠点が実施する持続的共進化地域創成（革

新的イノベーション創出プログラム）プロジェクトが終了した時点において、第２条に定める

施設の目的について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする

附 則（平成２６年度九大規程第１２０号）

この規程は、平成２７年３月３１日から施行する。

附 則（平成２７年度九大規程第１０７号）

この規程は、平成２８年３月３１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第７７号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第１１４号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第７１号）

この規程は、平成３０年１２月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第１０３号）

この規程は、平成３１年２月１４日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第４３号）

この規程は、令和３年１月１４日から施行し、令和２年１０月１日から適用する。

附 則（令和２年度九大規程第１００号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規程第２５号）

この規程は、令和４年９月８日から施行し、令和４年６月１日から適用する。ただし、別表に

係る改正規定は、令和４年４月１日から適用する。

附 則（令和５年度九大規程第１８号）

この規程は、令和５年７月６日から施行する。
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別表（第７条第１項、第１１条第１項及び第１７条第２項関係）

施設区分（室番号） 使 用 料

１０１、１０２、１０３、 １㎡当たり 年額

１０４、１０５、１１０、 １０，０００円

１１１、１１２、１１３、

１１４、１１５、１１６、

１１７、１１８、１１９、

１２０、１２１、２０４、

２０５、２０６、２０７、

２０８、２０９、２１０、

２１５、２１６、２２４、

２２５、２２６、２２７、

２２８、３０２、３０３、

３０４、３０５、３０６、

３０７、３０８、３０９、

３１０、３１１、３１２、

３１３、３１４、３１５、

３１６、３１７、３１８、

３２３、３２４、３２５、

３２６、３２７、３２８、

３２９、３３０、３３１、

３３３


